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陸前高田市教育施設包括管理事業者公募型プロポーザル実施要領

令和８年２月４日

陸 前 高 田 市

陸前高田市（以下「市」という。）が実施する「教育施設包括管理業務」（以下「業務」

という。）に係る受託候補者の選定にあたり、このプロポーザル実施要領（以下「実施要領」

という。）に基づき実施する。

１ 業務の概要

⑴ 件 名 陸前高田市教育施設包括管理業務

⑵ 仕 様 陸前高田市教育施設包括管理業務仕様書による。

⑶ 期 間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで

⑷ 契約額の上限 金１０９，５６０，０００円（消費税及び地方消費税を含む）

２ プロポーザル参加者の資格要件

プロポーザルに参加する者（以下「プロポーザル参加者」という。）は、次に掲げる

参加のための資格要件（以下「資格要件」という。）を全て満たす者とする。

なお、会社法人、特例民法法人、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人（旧公益法

人）、特定非営利活動法人等の法人格の種類は問わない。

ただし、資本関係又は人的関係にある会社、または同視しうる関係にある者（会社法（平

成１７年法律第８６号）第２条第３号及び第４号に規定する子会社・親会社、中小企業等

協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第２７条の２第１項に基づき設立された中小企

業等協同組合・組合員等）が、他の単体事業者又は協力会社として、本プロポーザルに参

加することはできない。

⑴ 本業務の総括責任者として、総合維持管理業務の実務経験を有し、本業務に必要な

技術力、マネジメント能力及びコミュニケーション能力を有する者を選任できるこ

と。

なお、実務経験については単体事業者又は共同事業体の実績とし、具体的内容は以

下ア又はイ及びウの実績があること。

ア 令和２年４月１日以降に元請で受託した、「教育施設」又は「専門的教育・研究

施設」（※１）に係る１年以上の維持管理実績。

イ 令和２年４月１日以降に元請で受託した、「文化・交流・公益施設」（※２）に

係る１年以上の維持管理実績。

ウ 令和２年４月１日以降に元請で受託した、民間又は地方自治体が所有する建築物

(１施設あたり延床面積１，５００㎡以上)に係る改修提案実績。

※１：国土交通省告示第九十八号（平成三十一年一月二十一日）別添二第七号「教

育施設」又は第八号「専門的教育・研究施設」

※２：国土交通省告示第九十八号（平成三十一年一月二十一日）別添二第十二号

「文化・交流・公益施設」

⑵ 市との協議や調整に十分な能力を有し、契約及び本業務の実施、諸条件の変更につ

いて、柔軟な対応ができる者であること。
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⑶ 業務に必要な資格等を有した技術者を用いて、本業務を確実に遂行させることがで

きるものであること。

⑷ 市の地域経済の循環に配慮し、市内に本店を有する業者を可能な範囲で現行水準と

同等条件で活用するよう努める者であること。

⑸ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でない

こと。

⑹ 会社更生法（平成１４年法律題１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てがなさ

れた者でないこと。ただし、同法に基づく更生手続き開始の決定を受けた者が、その

者に係る更生計画認可の決定が確定した場合にあっては、当該申し立てがなされてい

ない者とみなす。

⑺ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなさ

れた者でないこと。ただし、同法に基づく再生手続き開始の決定を受けた者が、その

者に係る再生計画認可の決定が確定した場合にあっては、当該申し立てがなされてい

ない者とみなす。

⑻ 以下に該当する者が役員でないこと。

ア 法律行為を行う能力を有しない者

イ 破産者で復権を得ない者

ウ 禁錮以上の刑に処せられている者

⑼ 陸前高田市入札契約に係る暴力団排除要綱(平成２７年陸前高田市告示第１６１号)

別表各号に規定する要件に該当する者でないこと。

⑽ 政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条の規定によるも

の）及び宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるも

の）でない者。

⑾ ３(4)アに定める参加申込書の提出期限から起算して１年前以内に、陸前高田市営建

設工事に係る指名停止等措置基準第２第２項の規定及び陸前高田市物品購入等に係る

指名停止等措置基準第２第２項の規定による指名停止を受けている者ではないこと。

⑿ 業務等全般に関し、陸前高田市営建設工事に係る指名停止等措置基準別表第２第５

号に掲げる不正又は不誠実な行為の疑いにより、契約の相手方として不適当と認めら

れる者でないこと。

⒀ ３(4)アに定める参加申込書の提出期限から起算して３年前以内に、法人の事業等に

おいて刑法等の重大な法令に違反して処罰を受けていないこと。

⒁ 銀行取引停止となっていないこと。

３ プロポーザルに関する手続き

⑴ 関係書類の交付

関係書類は、全て本市ホームページからダウンロードすること。

⑵ 現場視察

業務履行場所の現場を視察したい者は、以下の担当部署宛に電話連絡すること。

なお、視察は次のとおりとする。

視察現場

ア 令和８年２月１６日（月）（矢作小学校、横田小学校、気仙小学校、旧矢作中

学校）

イ 令和８年２月１７日（火）（竹駒小学校、高田小学校、旧長部小学校、高田第

一中学校）

ウ 令和８年２月１９日（木）（米崎小学校、広田小学校、旧米崎中学校）
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エ 令和８年２月２０日（金）（小友小学校、高田東中学校、博物館）

※都合により、視察現場に変更が生じる場合がある。

連絡先：陸前高田市教育委員会事務局教育総務課

電話番号：０１９２－５４－２１１１

⑶ プロポーザルへの参加

プロポーザルへの参加を希望する者は、２に定める資格要件を満たす者とし「陸前高

田市教育施設包括管理業務参加申込書」（様式１）（以下、「参加申込書」という。）

を提出するものとする。

⑷ 参加申込書の提出

ア 提出期限 令和８年３月３日（火）午後５時（必着）

イ 提出方法

陸前高田市教育委員会事務局教育総務課に持参又は郵送で提出すること。

持参する場合：受付時間は、平日の午前９時から午後５時までとする。

郵送する場合：郵便書留により、提出期限まで到着するよう送付すること。

（郵送先）〒０２９－２２９２

岩手県陸前高田市高田町字下和野１００番地

陸前高田市教育委員会事務局教育総務課

⑸ 実施要領等に関する質問の受付

実施要領等に関する質問がある場合、プロポーザル参加者は「陸前高田市教育施設

包括管理業務質問書」（様式２）（以下、「質問書」という。）を次のとおり提出す

るものとする。

ア 提出期限 令和８年２月２５日（水）午後５時

イ 提出方法

原則として、ＦＡＸにより、以下の担当部署宛に送信すること。

送信先：陸前高田市教育委員会事務局教育総務課

ＦＡＸ ０１９２－５４－３８８８

ウ 回答方法

受付けた質問の要旨とその回答を電子メールにて送信するので、質問書には、回

答先となるメールアドレスを漏れなく記載すること。

エ 回答期日

市は、令和８年２月２７日（金）午後５時までに、全ての質問に対する回答を送

信する。

⑹ 企画提案書等の提出

プロポーザル参加者は、企画提案書（様式４～様式４-８）及び参考見積り（以下

「企画提案書等」という。）を次のとおり提出するものとする。

ア 持参する場合の提出方法

令和８年３月９日（月）午後５時までに陸前高田市教育委員会事務局教育総務課

へ提出すること。

イ 郵送する場合の提出方法

令和８年３月９日（月）午後５時までに陸前高田市教育委員会事務局教育総務課

に到着するように送付すること。その際、封筒に「企画提案書等」在中の旨を朱書

きし、配達証明付書留郵便、親展によること。

ウ 留意事項

（ア） 企画提案書等は、陸前高田市教育施設包括管理業務仕様書を踏まえて作成する

こと。
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（イ） 「包括管理の基本的な考え方」（様式４－３）、「実施体制」（様式４－

４）、「業務工程表」（様式４－５）、「各種提案」（様式４－６）、「改修提

案」(様式４－７)、及び「緊急対応体制」（様式４－８）、に関する実施方針、

業務に関する実施フロー及び業務に関する工程計画を具体的に記載することと

し、詳細は各様式毎の記載指示によること。

(ウ) 企画提案書等は、参加申込書提出者１者につき１提案のみ受付けるものとし、

提出後の修正及び追加の提案は認めないものとする。

⑺ 企画提案が無効となる場合

次のいずれかに該当する企画提案は、これを無効とする。

ア 資格要件を満たさない者又はプロポーザル参加者を選定するまでの間に資格要件

を満たさなくなった者による提案

イ 企画提案書等に虚偽の記載を行った者による提案

ウ ３⑷に示す提出期限までに提出されなかった企画提案書等による提案

エ 民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗）、第９３条（心裡留

保）、第９４条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案

オ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案

４ 受託候補者の決定方法について

別表「陸前高田市教育施設包括管理業務評価基準」（以下「評価基準」という。）に

より採点し、陸前高田市教育施設包括管理事業者選定委員会の委員がそれぞれ採点し、

各委員の採点を平均した値が最も高い者を受託候補者として特定する。

⑴ 第１次審査（書類審査）

ア 審査方法

プロポーザル提案書等の受付期限時点で参加表明した者が４者以上の場合は、審

査要領に記載の評価項目を事務局が審査し、評価点数の上位３者を第２次審査を行

う者として選考する。３者以内の場合は書類審査を行わず、その旨を別途通知す

る。

なお、ここで実施する書類審査は、あくまで第２次審査への参加者を選定するた

めに事務局が実施するものであり、その結果はプロポーザル審査会における審査基

準には反映されない。

イ 審査結果の通知

審査結果は、令和８年３月１２日（木）までに、書面により通知するものとす

る。

⑵ 第２次審査（プレゼンテーションによる最終審査）

ア 審査方法

(ア) 第１次審査により選考された者が、先に提出したプロポーザル提案書等に基づ

き、プレゼンテーション（企画提案説明１５分程度、質疑応答１０分程度）を行

い、市は評価基準に記載されているヒアリングの判断基準により評価を行う。

（イ） プレゼンテーションでは、「包括管理の基本的な考え方」（様式４－３）、「実

施体制」（様式４－４）、「業務工程表」（様式４－５）、「各種提案」（様式

４－６）、「改修提案」（様式４－７）及び「緊急連絡体制」（様式４－８）に

ついて説明を行うものとする。

（ウ） プレゼンテーションでは、追加資料を使用しての説明は認めないものとする。

(エ) プレゼンテーションには、２⑴に定める総括責任者となる予定の者を出席させ

なければならない。
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（オ） プレゼンテーションには、総括責任者となる予定の者を含め、受託候補者は４

名以内の出席とする。

イ 審査日時及び場所

（ア） 審査日時 令和８年３月１７日（火） 午後３時から（予定）

※参集時間及び控室は、別途指定のうえ連絡する。

（イ） 審査場所 陸前高田市役所５階会議室

(陸前高田市高田町字下和野１００番地)

⑶ 審査結果の通知

市は、受託候補者を決定した後、各プロポーザル参加者に対して審査結果を速やか

に文書で通知するものとする。

なお、評価点の詳細等については公表しないものとする。

５ プロポーザルへの参加を取りやめる場合の手続きについて

参加申込書を提出した者が、プロポーザルへの参加を途中で取りやめる場合には、

「陸前高田市教育施設包括管理業務参加辞退届」（様式３）を、以下の担当部署に持参

又は郵送の方法により提出しなければならない。

⑴ 提出期限 令和８年３月１３日（金）午後５時

⑵ 提 出 先 〒０２９－２２９２

岩手県陸前高田市高田町字下和野１００番地

陸前高田市教育委員会事務局教育総務課

６ 契約締結の手続きについて

⑴ 市は、陸前高田市財務規則（平成１２年規則第１３号）に定める随意契約の手続き

により、受託候補者から見積書を徴取し、予定価格の範囲内であることを確認して契

約を締結し、契約書を取り交わすものとする。

⑵ 本業務の委託契約時の仕様書は、プロポーザル実施時に示した陸前高田市教育施設

包括管理業務仕様書及びプロポーザル提案書等をもとに作成する。

ただし、受託候補者の企画提案により、仕様書の変更を市が承認した場合は、仕様

書の内容を変更することがある。この場合においては変更後の仕様書を基に作成する

こととする。

⑶ 受託候補者は、業務の全部又はその主たる部分を第三者に再委託してはならない。

ただし、市と事前に協議し、承認を受けた場合にはその限りではない。

７ 公正なプロポーザルの確保について

⑴ プロポーザル参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２

２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。

⑵ プロポーザル参加者は、プロポーザルに当たっては、競争を制限する目的で他のプ

ロポーザル参加者と提案内容に関する相談を行ってはならず、独自にプロポーザル提

案書等を作成しなければならない。

⑶ プロポーザル参加者は、受託候補者の決定前に、他のプロポーザル参加者に対して

プロポーザル提案書等を意図的に開示してはならない。

⑷ プロポーザル参加者が連合し、又は不穏な行動をなすなどの場合において、プロポ

ーザルを公正に執行することができないと認められるときは、当該プロポーザル参加

者をプロポーザルに参加させず、又はプロポーザルの執行を延期し、若しくは取りや
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めることがある。

８ その他

⑴ プロポーザルに要する全ての経費は、プロポーザル参加者が負担するものとする。

⑵ プロポーザル参加者が市に提出した書類は返却しない。

９ プロポーザル担当部署（書類提出先及び問合せ先）

陸前高田市教育委員会事務局教育総務課（担当:菅原）

所在地 〒０２９－２２９２

岩手県陸前高田市高田町字下和野１００番地

ＴＥＬ ０１９２－５４－２１１１

ＦＡＸ ０１９２－５４－３８８８

１０ プロポーザルに係る企画提案書等作成及び提出の留意事項

プロポーザル参加者が、企画提案書等を作成及び提出するにあたっての留意事項は、

以下のとおり定める。

⑴ 共通事項

ア 提出部数 紙資料３部（正本１部、控本（複製可）２部）、ＣＤ－Ｒ１枚

イ 規格

紙資料に使用する用紙はＡ４版片面印刷とし、文字サイズは様式が定められてい

るものについては、１２ポイント以上とする。

ウ 表紙には「様式４」を使用することとし、ページ番号は、表紙を除いた各ページ

の下部中央に通し番号で記載すること。

エ 提出された企画提案書等は、陸前高田市情報公開条例（平成１６年条例第１０

号）の規定に基づき、第三者に開示する場合があること。

⑵ 提出書類

ア～サについては紙資料、シについてはＣＤ－Ｒでの提出とすること。

ア 企画提案書（様式４）

イ 会社概要（様式４－１）

ウ 業務実績調書（様式４－２－１～３）

エ 包括管理の基本的な考え方（様式４－３）

オ 実施体制（様式４－４）

カ 業務工程表（様式４－５）

キ 各種提案（様式４－６）

ク 改修提案(様式４－７)

ケ 緊急対応体制（様式４－８）

コ 暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことの誓

約書（様式５）

サ 参考見積り（任意様式）

(年度別、３施設区分別(小学校、中学校、博物館)、税抜額、消費税額(10%)、合

計額を記載)

シ 前述に掲げた書類一覧の電子データを保存したＣＤ－Ｒ
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別表

陸前高田市教育施設包括管理業務評価基準

審査項目 配点

事業者の能力・実績・経営状態
組織、人的基盤、財政基盤、決算状況 ５

同種業務の実績 １０

本業務に関する提案内容

包括管理の基本的な考え方 １０

業務の実施体制、市内業者の活用 １０

業務工程 １０

市内業者の技術力向上への貢献、点検業務の見

直しによるコスト縮減等の提案
１５

改修提案 １０

緊急対応体制 １０

参考見積額 １０

企画提案全体 事業者としての適正、事業運営の熱意 １０

合計 １００


